
別紙 No.1

要支援１ 要支援２ 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

5,575円 6,918円 7,419円 8,144円 8,933円 9,679円 10,404円

5,017円 6,226円 6,677円 7,329円 8,039円 8,711円 9,363円

558円 692円 742円 815円 894円 968円 1,041円

2,006円 2,006円 2,006円 2,006円 2,006円 2,006円 2,006円

1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円

4,009円 4,143円 4,193円 4,266円 4,345円 4,419円 4,492円

要支援１ 要支援２ 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

5,575円 6,918円 7,419円 8,144円 8,933円 9,679円 10,404円

4,460円 5,534円 5,935円 6,515円 7,146円 7,743円 8,323円

1,115円 1,384円 1,484円 1,629円 1,787円 1,936円 2,081円

2,006円 2,006円 2,006円 2,006円 2,006円 2,006円 2,006円

1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円

4,566円 4,835円 4,935円 5,080円 5,238円 5,387円 5,532円

要支援１ 要支援２ 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

5,575円 6,918円 7,419円 8,144円 8,933円 9,679円 10,404円

3,902円 4,842円 5,193円 5,700円 6,253円 6,775円 7,282円

1,673円 2,076円 2,226円 2,444円 2,680円 2,904円 3,122円

2,006円 2,006円 2,006円 2,006円 2,006円 2,006円 2,006円

1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円

5,124円 5,527円 5,677円 5,895円 6,131円 6,355円 6,573円

朝　食 昼　食 夕　食 食費合計

325円 595円 525円 1,445円

短期入所生活介護(予防）サービス料金表
（介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護 ）

□利用者負担第１～３段階以外で 介護保険負担割合証が　　「1割負担」 　の方

要介護度

①ご契約者のサービス利用料金

②うち、介護保険から給付される金
額

③サービス利用に係る自己負担額
　　（①－②）

②うち、介護保険から給付される金
額

③サービス利用に係る自己負担額
　　（①－②）

④居住費(日額）

⑤食　費（日額）
（食材料費及び調理費用相当分）

⑥自己負担基準日額
　　（③＋④＋⑤）

④居住費(日額）

⑤食　費（日額）
（食材料費及び調理費用相当分）

⑥自己負担基準日額
　　（③＋④＋⑤）

□利用者負担第１～３段階以外で 介護保険負担割合証が　　「３割負担」 　の方

要介護度

①ご契約者のサービス利用料金

□利用者負担第１～３段階以外で 介護保険負担割合証が　　「２割負担」 　の方

要介護度

①ご契約者のサービス利用料金

　　　ご用意させていただいた分の 食事料金を請求させていただきます。

　　　但し、負担限度額が決まっている方については、一日の負担限度額内とさせていただきます。

②うち、介護保険から給付される金
額

③サービス利用に係る自己負担額
　　（①－②）

④居住費(日額）

⑤食　費（日額）
（食材料費及び調理費用相当分）

⑥自己負担基準日額
　　（③＋④＋⑤）

※⑤食費の内訳



No.2

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

5,575円 6,918円 7,419円 8,144円 8,933円 9,679円 10,404円

5,017円 6,226円 6,677円 7,329円 8,039円 8,711円 9,363円

558円 692円 742円 815円 894円 968円 1,041円

820円 820円 820円 820円 820円 820円 820円

300円 300円 300円 300円 300円 300円 300円

1,678円 1,812円 1,862円 1,935円 2,014円 2,088円 2,161円

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

5,575円 6,918円 7,419円 8,144円 8,933円 9,679円 10,404円

5,017円 6,226円 6,677円 7,329円 8,039円 8,711円 9,363円

558円 692円 742円 815円 894円 968円 1,041円

820円 820円 820円 820円 820円 820円 820円

600円 600円 600円 600円 600円 600円 600円

1,978円 2,112円 2,162円 2,235円 2,314円 2,388円 2,461円

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

5,575円 6,918円 7,419円 8,144円 8,933円 9,679円 10,404円

5,017円 6,226円 6,677円 7,329円 8,039円 8,711円 9,363円

558円 692円 742円 815円 894円 968円 1,041円

1,310円 1,310円 1,310円 1,310円 1,310円 1,310円 1,310円

1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

2,868円 3,002円 3,052円 3,125円 3,204円 3,278円 3,351円

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

5,575円 6,918円 7,419円 8,144円 8,933円 9,679円 10,404円

5,017円 6,226円 6,677円 7,329円 8,039円 8,711円 9,363円

558円 692円 742円 815円 894円 968円 1,041円

1,310円 1,310円 1,310円 1,310円 1,310円 1,310円 1,310円

1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円

3,168円 3,302円 3,352円 3,425円 3,504円 3,578円 3,651円

介護保険負担限度額認定者（第１～第３段階）のサービス利用料金表
（介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護 ）

□利用者負担 　第１段階　：　例）①生活保護を受給されている方。②老齢福祉年金を受給されている方

要介護度

①ご契約者のサービス利用料金

要介護度

①ご契約者のサービス利用料金

②うち、介護保険から給付される金
額

③サービス利用に係る自己負担額
　　（①－②）

④居住費(日額）

⑤食　費（日額）
（食材料費及び調理費用相当分）

②うち、介護保険から給付される金
額

③サービス利用に係る自己負担額
　　（①－②）

④居住費(日額）

⑤食費
（食材料費及び調理費用相当分）日額

⑥自己負担基準日額
　　（③＋④＋⑤）

□利用者負担 　第２段階　：　例）本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が80万円以下の方

⑤食　費（日額）
（食材料費及び調理費用相当分）

⑥自己負担基準日額
　　（③＋④＋⑤）

⑥自己負担基準日額
　　（③＋④＋⑤）

□利用者負担 　第３段階①　：　例）本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方

要介護度

①ご契約者のサービス利用料金

②うち、介護保険から給付される金
額

③サービス利用に係る自己負担額
　　（①－②）

□利用者負担 　第３段階②　：　例）本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が120万円超の方

要介護度

①ご契約者のサービス利用料金

②うち、介護保険から給付される金
額

③サービス利用に係る自己負担額
　　（①－②）

④居住費(日額）

④居住費(日額）

⑤食　費（日額）
（食材料費及び調理費用相当分）

⑥自己負担基準日額
　　（③＋④＋⑤）



No.3

□

100単位

□
200単位

□
12単位

□ ③-ア 常勤の看護師を配置している場合
4単位

□
8単位

■

12単位

■

23単位

■
18単位

□

20単位

□

56単位

□
200単位

□
120単位

□
8単位 （1日3回を限度とする）

■
184単位

□
90単位

□

22単位

【加算について】
☆上記の表以外に厚生労働省の定める基準に従い、以下の加算分をご負担を頂くことになります。(１単位：10.66円)

①外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価において、外部との連携により、利用者の身体の状況等
　 の評価 を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合

【加算について】

　上記要介護度別サービス利用料金以外に、条件に応じて下記の加算料金をご負担いただく場合があります。 （1単位＝10.66円）

【その他】

※なお、保険者（市区町村）への申請により介護保険負担限度額の認定を受けている方については、所得に応じて利用者負担
　の軽減措置がありますので、実際に負担していただく額は、上記段階別の食費と居住費の通りとなります。

利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っている場合
 ロ：生活機能向上連携加算（Ⅱ）：１月につき

②事業所が、機能訓練指導員として専任で配置し、かつ、定められた基準以上 配置した場合
 機能訓練体制加算：１日につき

 看護体制加算Ⅰロ：１日につき

利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度
（個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に限る）
 イ：生活機能向上連携加算（Ⅰ）：１月につき

④-ア施設の定める夜間の時間帯（18：00～翌朝10：00）に働く職員数の平均が、厚生労働省の定める基準を満たした場合
 夜勤職員配置加算Ⅱ：１日につき

④-イ施設の定める夜間の時間帯（18：00～翌朝10：00）に働く職員数の平均が、厚生労働省の定める基準を満たしたうえで、
　　　特定行為従業者が配置している場合
 夜勤職員配置加算Ⅳ：１日につき

⑤利用者の居宅を訪問し個別機能訓練計画を作成し、個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活向上を目的とする機能訓練
　の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を提供したうえで、３ヶ月に１回以上、利用者宅を
　訪問し、利用者又は家族に計画の進捗状況を説明した場合

 個別機能訓練加算：１日につき

③-イ入所者25名に対し看護職員１名の割合以上の看護職員を配置し、かつ、看護職員との２４時間連絡体制が整備されている場合

 看護職員体制加算Ⅱロ：１日につき

③-ウ前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3～5の利用者の割合が100分の70以上であ
　　　 り、常勤の看護師を1名以上配置し、定員超過利用・人員基準欠如に該当していない場合
 看護職員体制加算Ⅲ1：１日につき

③-エ前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3～5の利用者の割合が100分の70以上であ
　　　 り、空床利用以外の場合、看護職員の数が、常勤換算方法で利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上配置し、
　　　 事業所の看護職員または、病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を
　　　 確保しており、定員超過利用・人員基準欠如に該当していない場合

 看護職員体制加算Ⅳ1：１日につき

⑨地域内の送迎費は、片道184単位のご負担となります。
 送迎加算：片道につき

⑩居宅サービス計画において、計画的に行うことになっていない短期入所サービスを緊急に行った場合
 緊急時受入加算：1日につき

⑪-ア厚生労働省の定める基準において、介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80以上、または、勤続
　　　10年以上の介護福祉士の職員が100分の35以上である場合
 サービス提供体制加算（Ⅰ）：１日につき

⑥医師が、認知症を因にして、在宅生活が困難であり、緊急に当該サービスを利用することが適当であると判断した場合
 認知症行動・心理症状緊急対応加算：１日につき

⑦ご契約者が、若年性認知症入所者に該当する場合
 若年性認知症入所者受入加算：１日につき

⑧主治医から発行された食事箋に基づき、ご利用者の病状等に応じて療養食が提供された場合
 療養食加算：１回につき



No.4
□

18単位

□

6単位

□

3単位

□

4単位

■
□
□

□
■

■

住所

氏名
　印

住所

氏名
　印

⑫-ア認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上であり、認知症介護実践リーダー研修修了者を
　　　基準以上配置の上、専門的な認知症ケアを実施し、当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達
　　　又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合

 認知症専門ケア加算（Ⅰ）：１日につき

⑫-イ　⑫-アの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等
　　　　を実施の上、介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定している場合

 認知症専門ケア加算（Ⅱ）：１日につき

⑬介護職員の賃金の改善に要する費用の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計
　 画を策定し、介護職員処遇改善計画書を作成して都道府県知事に届け出る場合

⑪-イ厚生労働省の定める基準において、介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上である場合
 サービス提供体制加算（Ⅱ）：１日につき

⑪-ウ厚生労働省の定める基準において、介護職員の総数のうち、①介護福祉士の占める割合が100分の50以上、②常勤職
　　　員の占める割合が100分の75以上、③勤続7年以上の職員の占める割合が100分の30以上のいづれかに該当する場合

 サービス提供体制加算（Ⅲ）：１日につき

　※なお、サービス提供体制加算を請求する場合は、（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）を重複して請求せず、いずれかひとつを算定します。

　貴施設より短期入所生活介護・予防短期入所生活介護サービス利用料金について、説明をうけました。

令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

契約者

身元引受人

 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：１月につき所定単位数の　83/1000　単位
 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）：１月につき所定単位数の　60/1000　単位
 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）：１月につき所定単位数の　33/1000　単位

⑭介護職員等の賃金の改善に要する費用の見込み額が、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善
　 に関する計画を策定し、介護職員等特定処遇改善計画書を作成して都道府県知事に届け出る場合
 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：１月につき所定単位数の　27/1000　単位
 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）：１月につき所定単位数の　23/1000　単位

介護職員等ベースアップ等支援加算 ： １月につき所定単位数の　　16/1000　単位

⑮別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に
　 届け出る場合


